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4.2 環境の保全のための措置 

4.2.1 環境保全措置の比較検討 

「4.1 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果」の各環境影響評価項目毎に環境

保全措置の検討を行ったが、核環境影響評価項目で実施するとした環境保全措置が、

他の環境影響評価項目に影響を及ぼす可能性があり、また、同一目的の環境保全措置

が環境影響評価項目により異なる実施内容となる可能性があるため、比較検討を行う。 

(1) 工事の実施における環境保全措置 

各環境影響評価項目における環境保全措置の検討の結果、工事の実施における環境

影響に対して実施するとした環境保全措置について、異なる実施内容となるものはな

いため、全て実施する。各環境影響評価項目の環境保全措置の一覧を表 4.2-1 に示す。 

 

表4.2-1(1) 工事の実施における環境保全措置(騒音) 

項目 環境影響 
環境保全への 

取り組みの方針 

環境保全への 

取り組み 

環境保全への 

取り組みの効果 

騒音  古湯地区の付

替国道 323 号第

2 号橋の工事に

伴う建設機械の

稼働に係る騒音

により、生活環

境に変化が生ず

る と 考 え ら れ

る。 

 付替国道 323 号

第 2 号橋の周辺に

遮音壁を設置する

ことにより、古湯

地区の付替国道 323

号第 2 号橋の工事

に伴う建設機械の

稼働に係る騒音レ

ベルを低減する。 

○遮音壁の設置 

・古湯地区の付替

国道 323 号第 2

号橋の周辺に遮

音 壁 を 設 置 す

る。 

 遮音壁を設置すること

により、古湯地区の付替

国道 323 号第 2 号橋の工

事に伴う建設機械の稼働

に係る騒音レベルが低減

し、古湯地区の生活環境

の変化が低減することか

ら、事業者の実行可能な

範囲内で環境への影響は

できる限り回避・低減さ

れていると考えられる。
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表4.2-1(2) 工事の実施における環境保全措置(廃棄物等) 

項目 環境影響 
環境保全措置 

の方針 
環境保全措置 環境保全措置の効果

コ ン ク リ ー ト 塊

の発生量を 抑制し

廃棄物とし ての処

分 量 の 低 減 を 図

る。 

○発生の抑制 

・施工設備等の基礎の撤去による

コンクリート塊とその他鉄くず

等の有価物との分別を図る。 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
塊 

 環境への

負荷が生ず

る。 

発 生 し た コ ン ク

リート塊の 再利用

を促進し廃 棄物と

しての処分 量の低

減を図る。 

○再利用の促進 

・破砕等の所要の処理を行い、盛

土材、路盤材、埋戻し材等とし

て再利用を図る。 

 発生の抑制及び再

利用の促進により、

コンクリート塊の処

分量が低減すること

から、事業者の実行

可能な範囲内で環境

への影響はできる限

り回避・低減されて

いると考えられる。 

ア ス フ ァ ル ト ・

コンクリー ト塊の

発生量を抑 制し廃

棄物として の処分

量の低減を図る。 

○発生の抑制 

・国道等の撤去によるアスファル

ト・コンクリート塊とその他砂

利等の有価物との分別を図る。 

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
塊

 環境への

負荷が生ず

る。 

発 生 し た ア ス

ファルト・ コンク

リート塊の 再利用

を促進し廃 棄物と

しての処分 量の低

減を図る。 

○再利用の促進 

・破砕等の所要の処理を行い、盛

土材、路盤材、埋戻し材等とし

て再利用を図る。 

 発生の抑制及び再

利用の促進により、

アスファルト・コン

クリート塊の処分量

が 低 減 す る こ と か

ら、事業者の実行可

能な範囲内で環境へ

の影響はできる限り

回避・低減されてい

ると考えられる。 

 脱水ケー キの発

生量を抑制 し廃棄

物としての 処分量

の低減を図る。 

○発生の抑制 

・濁水処理施設による機械脱水等

を 適 切 に 行 い 、 効 率 的 に 脱 水

ケーキ化を行う。 脱
水
ケ
ー
キ 

 環境への

負荷が生ず

る。 

 発 生 し た 脱 水

ケーキの再 利用を

促進し廃棄 物とし

ての処分量 の低減

を図る。 

○再利用の促進 

・強度の向上等の所要の処理を行

い、盛土材、埋戻し材等として

再利用を図る。 

 濁水処理施設の適

正稼働等による発生

の抑制及び再利用の

促 進 に よ り 、 脱 水

ケーキの処分量が低

減することから、事

業者の実行可能な範

囲内で環境への影響

はできる限り回避・

低減されていると考

えられる。 

 伐採木の 発生量

を抑制し廃 棄物と

しての処分 量の低

減を図る。 

○発生の抑制 

・樹林の伐採による伐採木とその

他の分別を図る。 

建
設
工
事
に
伴
う
副
産
物 

伐
採
木 

 環境への

負荷が生ず

る。 

 伐採木の 再利用

を促進し廃 棄物と

しての処分 量の低

減を図る。 

○再利用の促進 

・有価物としての売却やチップ化

等を行い再利用を図る。 

 発生の抑制及び再

利用の促進により、

伐採木の処分量が低

減することから、事

業者の実行可能な範

囲内で環境への影響

はできる限り回避・

低減されていると考

えられる。 
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(2) 土地又は工作物の存在及び供用における環境保全措置 

1) 環境保全措置の比較 

各環境影響評価項目における環境保全措置の検討の結果、土地又は工作物の存在

及び供用における環境影響に対して実施するとして環境保全措置のうち、水田利用

への整備については、生態系、景観及び人と自然との触れ合いの活動の場において

異なる環境保全措置の内容となるため、比較検討を行った。比較検討結果を表 4.2-2

に示す。 

 

表 4.2-2 土地又は工作物の存在及び供用における環境保全措置の比較検討結果 

保全措置 環境保全措置の内容 

保全対象と

する環境影

響項目 

期待できる

効果 
課題 検証の結果 

須田土捨場の

跡地の水田利

用への整備 

土捨場の跡地に、水

田に必要な水路等を素

掘りで整備し、水田と

して利用されることを

促す。 

整備した環境におい

て、生物群集(両生類、

爬虫類、昆虫類、植物

等)の生息・生育状況を

監視する。 

典型性(陸

域) 

耕 作 地 環

境の消失に

よる影響を

低減できる

と考えられ

る。 

特 に

なし。 

実 施

する。 

須田土捨場の

跡地の水田利

用への整備 

須田土捨場の跡地を

整備し、水田として利

用されることを促す。 

景観 主 要 な 眺

望 景 観 ( 天

山)の保全を

図る。 

特 に

なし。 

実 施

する。 

須田土捨場の

跡地の水田利

用への整備 

須田土捨場の跡地を

整備し、水田として利

用されることを促す。 

人 と 自 然

と の 触 れ

合 い の 活

動の場 

近 傍 の 風

景の保 全 を

図る。 

特 に

なし。 

実 施

する。 

検証の結果、

典型性(陸域)、

景観及び人と自

然との触れ合い

の活動の場につ

いて、どの場合

も、須田土捨場

の跡地が水田と

して利用される

ことを促してい

ることから、須

田土捨場の跡地

の水田利用への

整 備 を 実 施 す

る。 
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2) 環境保全措置の整理 

環境保全措置の比較の結果、環境影響評価項目において実施する環境保全措置の

一覧を表 4.2-3 に示す。 

 

表4.2-3(1) 土地又は工作物の存在及び供用における環境保全措置(水質) 

項 目 環境影響 環境保全措置の方針 環境保全措置 環境保全措置の効果 

○選択取水設備の運用

・選択取水設備の運用

により 、流 入河川

水の実 績水 温に応

じた取水を行う。 

水
温 

ダム下流河川に

おいて水温の変化

が生ずる。 

ダム下流河川にお

いて、水温の変化の

影響を低減する。 

○曝気循環施設の設置

・曝気循環施設を設置

し、湖 水を 循環さ

せるこ とに より、

温 水 層 を 確 保 す

る。 

選択取水設備の運用

により流入河川の水温

に 近 い 水 温 で 放 流 さ

れ、曝気循環施設の設

置により嘉瀬川ダムの

下流における水温の低

下が緩和されることか

ら、事業者の実行可能

な範囲内で環境への影

響はできる限り回避・

低減されていると考え

られる。 

水
質 

富
栄
養
化 

嘉瀬川ダム貯水

池及びダム下流河

川において、富栄

養化による水環境

の変化が生ずる。 

ダム貯水池の富栄

養化現象を低減する

ことにより、富栄養

化による水環境の変

化を低減する。 

○曝気循環施設の設置

・曝気循環施設を設置

し、湖 水を 循環さ

せるこ とに より、

植物プ ラン クトン

の 増 殖 抑 制 を 行

う。 

曝気循環施設の設置

により、富栄養化によ

る水環境の変化が低減

されることから、事業

者の実行可能な範囲内

で環境への影響はでき

る限り回避・低減され

ていると考えられる。
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表4.2-3(2) 土地又は工作物の存在及び供用における環境保全措置(動物)(1/2) 

項目 環境影響
環境保全措置の

方針 
環境保全措置 環境保全措置の効果 

工事の実施前

に生息環境 (ね

ぐ ら ) を 整 備

し、個体の保全

を図る。 

○ねぐらの代替環境の整

備 

・工事の実施に伴い利用

できなくなる横坑の代

替として新たに坑を掘

り、ねぐら環境を整備

する。 

工事の実施に

おける個体への

影響を未然に防

ぐ。 

○横坑の閉鎖による攪乱

の防止 

・本種が横坑内で工事の

実施の影響を受けない

ようにするために、横

坑を利用していない時

期に入り口を閉鎖し、

出産・哺育の洞穴から

移動分散してくる個体

が、横坑を利用できな

いようにする。 

・横坑を閉鎖する前に、

個体の生息状況を確認

する。 

哺
乳
類
の
重
要
な
種 

コキクガシラコ

ウモリ 

ね ぐ ら

環 境 の 攪

乱 及 び 減

少 に よ

り 、 当 該

地 域 に お

け る 本 種

の 生 息 状

況 が 変 化

す る 可 能

性 が あ

る。 

残存する生息

環境(ねぐら)を

整備し、個体の

保全を図る。 

○工事終了後に残存する

横坑の整備 

・残存する横坑の状態を

確認し、出入り口の整

備を行い、生息状況を

監視する。 

ねぐらの代替環境の整備は、工

事の実施に伴い利用できなくなる

横坑の代替として新たな坑を掘

り、本種のねぐら環境を整備する

ものであり、工事の実施における

避難場所や新たなねぐらとして利

用されることが期待できる。 

横坑の閉鎖による攪乱の防止

は、本種が当該ねぐらを利用しな

い時期に横坑を閉鎖することによ

り、工事の実施による改変及び攪

乱の影響を未然に防ぐものであ

り、その効果が期待できる。 

工事終了後に残存する横坑の整

備は、工事終了後に残存する越冬

環境の入り口を本種が出入りしや

すいように整備し、生息環境の保

全を図るものであり、その効果が

期待できる。 

これらのことから、ねぐらの代

替環境の整備、横坑の閉鎖による

攪乱の防止及び工事終了後に残存

する横坑の整備により、事業者の

実行可能な範囲内でコキクガシラ

コウモリへの影響はできる限り回

避・低減されていると考えられ

る。 

アオバズク 営 巣 地

の 消 失 に

よ り 、 当

該 地 域 に

お け る 本

種 の 生 息

状 況 が 変

化 す る 可

能 性 が あ

る。 

本種が営巣可

能な巣箱を設置

し、種の保全を

図る。 

○巣箱による営巣環境の

整備 

・営巣地近傍の改変区域

外の樹林に、本種が営

巣可能な巣箱を設置す

る。 

・設置した巣箱の利用状

況及び本種の生息状況

を監視する。 

代替の営巣環境を整備すること

により、種の保全を図るものであ

り、その効果が期待できる。 

このことから、営巣環境の復元

により、事業者の実行可能な範囲

内でアオバズクへの影響はできる

限り回避・低減されていると考え

られる。 鳥
類
の
重
要
な
種 

フクロウ 生 息 地

の 改 変 に

よ り 、 当

該 地 域 に

お け る 本

種 の 生 息

状 況 が 変

化 す る 可

能 性 が あ

る。 

本種が営巣可

能な巣箱を設置

し、種の保全を

図る。 

○巣箱による営巣環境の

整備 

・生息地近傍の改変区域

外の樹林に、本種が営

巣可能な巣箱を設置す

る。 

・設置した巣箱の利用状

況及び本種の生息状況

を監視する。 

代替の営巣環境を整備すること

により、種の保全を図るものであ

り、その効果が期待できる。 

このことから、営巣環境の復元

により、事業者の実行可能な範囲

内でフクロウへの影響はできる限

り回避・低減されていると考えら

れる。 
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表4.2-3(2) 土地又は工作物の存在及び供用における環境保全措置(動物)(2/2) 

項目 環境影響
環境保全措置の

方針 
環境保全措置 環境保全措置の効果 

ハッチョウトン

ボ 

生 息 地

の 改 変 に

よ り 、 当

該 地 域 に

お け る 本

種 の 生 息

状 況 が 変

化 す る 可

能 性 が あ

る。 

本種の生息環

境である湿性地

環境を整備し、

種 の 保 全 を 図

る。 

○放棄水田の湿性地環境

の整備 

・地下水を排出している

管を撤去し、放棄水田

に地下水がたまる状態

を整備する。整備にあ

たり、地形に凹凸を作

り、池や湿性地等、多

様な環境が出現するよ

うに整備する。 

・ 整 備 し た 環 境 に お い

て、本種の生息状況を

監視する。 

放棄水田の湿性地環境の整備

は、音無の放棄水田は地下水位が

高いため、湿性地として整備する

ことが容易であると考えられ、湿

性地環境を整備することにより、

種の保全を図るものであり、その

効果が期待できる。 

このことから、湿性地環境の整

備により、事業者の実行可能な範

囲内でハッチョウトンボへの影響

はできる限り回避・低減されてい

ると考えられる。 

本種の生息地

を保全し、種の

保全を図る。 

○工事の回避と産卵木の

植裁による生息環境の

整備 

・生息地の保全のために

工事計画を変更して改

変を回避し、産卵木で

あるクリの植裁、クロ

オオアリの巣の保全に

より生息環境を整備す

る。 

昆
虫
類
の
重
要
な
種 

クロシジミ 生 息 地

の 改 変 に

よ り 、 当

該 地 域 に

お け る 本

種 の 生 息

状 況 が 変

化 す る 可

能 性 が あ

る。 

生息状況及び

生息環境を継続

的に監視し、改

変区域内の生息

地に本種が定着

し て い る 場 合

は、保全区域に

個体を移植させ

ることにより種

の保全を図る。

○生息環境の継続的な監

視及び必要な場合の既

往保全区域への個体の

移植 

・監視により生息状況の

変化を把握し、必要に

応じて、既に保全が実

施されている保全区域

に、改変区域内に生息

する個体を移植する。 

工事の回避と産卵木の植裁によ

る生息環境の整備は、工事計画の

変更により生息地を保全し、産卵

木の植裁等により生息環境を整備

することにより、種及び生息地の

保全が期待できる。 

生息環境の継続的な監視及び必

要な場合の既往保全区域への個体

の移植は、再生産が確認されてい

る既往保全区域に移植を行うもの

であり、個体の定着が期待でき

る。 

これらのことから、工事の回避

と産卵木の植栽による生息環境の

整備、生息環境の継続的な監視及

び必要な場合の既往保全区域への

個体の移植により、事業者の実行

可能な範囲内でクロシジミへの影

響はできる限り回避・低減されて

いると考えられる。 
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表4.2-3(3) 土地又は工作物の存在及び供用における環境保全措置(植物) 

項目 環境影響 
環境保全措置の

方針 
環境保全措置 環境保全措置の効果

ウキゴケ*1、イチョウ

ウキゴケ*1、オオバノ

ハチジョウシダ、ミド

リカナワラビ、ツクシ

イワヘゴ、シロヤマシ

ダ *2 、 サ ン ヨ ウ ア オ

イ、ウンゼンカンアオ

イ*2、コンロンソウ、 

アオベンケイ*1、ネコ

ノメソウ*1、トチバニ

ンジン*2、ツクシシャ

クナゲ*2、ミズオオバ

コ*2、シライトソウ*2、

ヒナノシャクジョウ、 

アブラシバ、エビネ*2、

キエビネ*2、キンラン、 

シュンラン*2、カヤラ

ン*1、クモラン、オニ

ノヤガラ属 

移植により消

失する個体の保

全を図る。 

○直接改変の影響を受ける

個体の生育適地への移植 

・多年草を対象とする。 

・移植先は生育個体の確認

地点の環境及び種毎の生

態を踏まえ設定する。 

・移植を行う時期は、種毎

の生態を踏まえ設定す

る。 

・移植先の環境の改変に配

慮し、1 カ所に多くの個

体を移植しないようにす

る。 

・移植後の個体の生育状況

を監視する。 

オニグルミ、スブタ*2 

直接改変に

より、個体が

消失する。 

播種が有効な

種に関し、移植

と共に播種によ

り種の保全を図

る。 

○生育個体からの種子の採

取及び生育適地への播種 

・種子採取が可能であり、

播種による保全が有効で

あると考えられる種を対

象とする。 

・播種を行う場所は生育個

体の確認地点の環境及び

種毎の生態を踏まえ設定

する。 

・播種を行う時期は、種毎

の生態を踏まえ設定す

る。 

・播種後の個体の生育状況

を監視する。 

サジラン、アオネカズ

ラ 

自生地におい

て種及び個体の

保全を図る。 

○自生地での寒冷紗の設置 

・直射日光による生育悪

化、高温障害及び枯死

を防止する。 

・寒冷紗設置後の生育状況

を監視する。 

植
物
の
重
要
な
種 

オオバノハチジョウ

シ ダ 、 ツ ク シ イ ワ ヘ

ゴ、シロヤマシダ、サ

ンヨウアオイ、ウンゼ

ンカンアオイ、トチバ

ニンジン、カラタチバ

ナ、シライトソウ、ヒ

ナノシャクジョウ、ム

ギラン*2、エビネ、ナ

ツエビネ、キンラン、

シュンラン 

直接改変以

外の影響によ

り、生育状況

の変化が想定

される。 

生育個体の生

育 状 況 を 監 視

し、移植が必要

と考えられる場

合には生育適地

に移植を行い、

種及び個体の保

全を図る。 

○現存する個体の生育状況

の監視及び生育状況に変

化が認められる場合の移

植等の措置の検討 

・直接改変以外による影響

が想定される種を対象と

する。 

・移植を行う場合、移植先

は生育個体の確認地点の

環境及び種毎の生態を踏

まえ設定する。 

・移植を行う時期は、種毎

の生態を踏まえ設定す

る。 

直接改変の影響を受

ける個体の生育適地へ

の移植は、移植により

個体の保全を図るもの

であり、その効果が期

待できるが、移植に関

する知見及び野外にお

ける移植の事例が少な

い種があることから、

専門家の指導、助言を

受け実施する。 

生育個体からの種子

の採取及び生育適地へ

の播種は、種子の採取

が可能な種に関して、

移植の事前に播種を行

い、移植による保全の

不確実性を低減するも

のである。また、移植

が難しいと考えられる

種について、専門家の

指導、助言を受け実施

する。 

自生地での寒冷紗の

設置は、周辺の樹林の

伐採に伴う生育環境の

変化による影響を低減

するものであり、その

効果が期待できる。 

現存する個体の生育

状況の監視及び生育状

況に変化が認められる

場合の移植等の措置の

検討は、影響が生じる

可能性がある個体を継

続的に監視し、移植が

必要と考えられる場合

には生育適地に移植を

行い、種及び個体の保

全を図るものであり、

その効果が期待でき

る。 

これらのことから、

個体の移植、種子の播

種、自生地の保全及び

生育状況の監視によ

り、事業者の実行可能

な範囲内で植物の重要

な種への影響はできる

限り回避・低減されて

いると考えられる。 

注)*1 の種は、個体の移植を実施しており、自生地が残されていない。 

*2 の種は、一部の個体について移植を実施している。 
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表 4.2-3(4) 土地又は工作物の存在及び供用における環境保全措置(生態系) 

項目 環境影響 
環境保全措置

の方針 
環境保全措置 環境保全措置の効果 

採餌環境を

整備する。 

○放棄水田の湿性地環境の整

備 

・地下水を排出している管を

撤去し、放棄水田に地下水

がたまる状態を整備する。

整備にあたり、地形に凹凸

を作り、池や湿性地等、多

様な環境が出現するように

整備する。 

・整備した環境において、サ

シ バ の 利 用 状 況 を 監 視 す

る。 

上
位
性 

「

E
つ
が
い
」 

「 E つ が

い 」 の 採 餌

場 の 一 部 が

消失する。 

採餌環境の

復元を促す。 

○菖蒲土捨場の跡地の水田利

用への整備 

・土捨場の跡地に、水田に必

要な水路等を素掘りで整備

し、水田として利用される

ことを促す。 

・整備した環境において、サ

シバの利用状況を監視す

る。 

放棄水田の湿性地環境の整備は、音無

の放棄水田は地下水位が高いため、湿性

地として整備することが容易であると考

えられ、サシバの採餌環境を整備するこ

とにより、湿性地環境に生息・生育する

生物群集(両生類、爬虫類、昆虫類、植

物等)及びその生息・生育環境の維持が

期待できる。 

菖蒲土捨場の跡地の水田利用への整備

は、現状で利用されている水田環境の復

元を促すものであり、サシバの採餌環境

の復元、消失する水田環境に生息・生育

する生物群集及びその生息・生育環境の

復元が期待できる。 

これらのことから、湿性地環境の整備

や水田環境の復元を促す整備により、事

業者の実行可能な範囲内で上位性への影

響はできる限り回避・低減されていると

考えられる。 

湿性地環境

を整備する。 

○放棄水田の湿性地環境の整

備 

・地下水を排出している管を

撤去し、放棄水田に地下水

がたまる状態を整備する。

整備にあたり、地形に凹凸

を作り、池や湿性地等、多

様な環境が出現するように

整備する。 

・整備した環境において、生

物群集(両生類、爬虫類、昆

虫類、植物等)の生息・生育

状況を監視する。 

典
型
性(

陸
域)

 

「
萌
芽
林
及
び
耕
作
地
を
パ
ッ
チ
状
に
含
む
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
植
林
」 

耕作地の

一部が消失

する。 

水田環境の

復元を促す。 

○須田土捨場の跡地の水田利

用への整備 

・土捨場の跡地に、水田に必

要な水路等を素掘りで整備

し、水田として利用される

ことを促す。 

・整備した環境において、生

物群集(両生類、爬虫類、昆

虫類、植物等)の生息・生育

状況を監視する。 

放棄水田の湿性地環境の整備は、音無

の放棄水田は地下水位が高いため、湿性

地として整備することが容易であると考

えられ、湿性地環境を整備することによ

り、湿性地環境に生息・生育する生物群

集(両生類、爬虫類、昆虫類、植物等)及

びその生息・生育環境の維持、湿性地環

境と樹林等の他の環境を相互に利用する

生物群集の維持が期待できる。 

須田土捨場の跡地の水田利用への整備

は、現状で利用されている水田環境の復

元を促すものであり、消失する水田環境

に生息・生育する生物群集及びその生

息・生育環境の復元、湿性地環境と樹林

等の他の環境を相互に利用する生物群集

の維持が期待できる。 

これらのことから、湿性地環境の整備

や水田環境の復元を促す整備により、事

業者の実行可能な範囲内で典型性(陸域)

への影響はできる限り回避・低減されて

いると考えられる。 
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表4.2-3(5) 土地又は工作物の存在及び供用における環境保全措置(景観) 

 

項目 環境影響 環境保全措置の方針 環境保全措置 環境保全措置の効果 

天
山 

 須 田 土 捨 場

に よ り 眺 望 景

観 に 変 化 が 生

ずる。 

 須田土捨場の跡地を

整備し、水田として利

用されることを促すこ

とにより、主要な眺望

景観(天山)の保全を図

る。 

○水田利用への整備 

・須田土捨場の跡地

を整備し、水田と

して利用されるこ

とを促す。 

 須田土捨場の跡地を整

備し、水田として利用さ

れることを促すことによ

り、現況と同様の田園の

状況が復元される。 

 このことから、主要な

眺 望 景 観 へ の 影 響 に 対

し、事業者の実行可能な

範 囲 内 で 出 来 る 限 り 回

避・低減されていると考

えられる。 

主
要
な
眺
望
景
観 

古
湯
城
跡 

 道 路 法 面 に

よ り 眺 望 景 観

に 変 化 が 生 ず

る。 

 道路法面の植生を回

復することにより、主

要な眺望景観(古湯城

跡)の保全を図る。 

○植生の回復 

・道路法面は法面形

状に配慮し、改変

地や水没地区の樹

木、表土等を利用

し、潜在植生林と

して植生の回復を

図る。 

 潜在植生林として植生

の回復を図ることから主

要な眺望景観(古湯城跡)

への影響はできる限り回

避・低減されると考えら

れる。 
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表4.2-3(6) 土地又は工作物の存在及び供用における環境保全措置 
(人と自然との触れ合いの活動の場) 

 

表4.2-3(7) 土地又は工作物の存在及び供用における環境保全措置 
(歴史的文化的遺産) 

項目 環境影響 
環境保全への 

取り組みの方針 

環境保全への 

取り組み 

環境保全への取り組

みの効果 

国
、
県
、
町
指
定
の

有
形
文
化
財 

神 代 勝 利

の墓 

 貯 水 池 に

よ り 、 消 失

する。 

 富士町文化財保

護条例に基づく協

議を行い、神代勝

利の墓を移設する

ことにより、国、

県、町指定の有形

文化財の保全を図

る。 

○移設 

・ 神 代 勝 利 の

墓 は 、 富 士

町 文 化 財 保

護 条 例 に 基

づ い た 協 議

を 行 い 、 移

設する。 

 富士町文化財保護

条例に基づいた協議

を行い、移設するこ

とから、国、県、町

指定の有形文化財へ

の影響はできる限り

回避・低減されると

考えられる。 

埋
蔵
文
化
財 

東 畑 瀬 遺

跡 、 西 畑

瀬 遺 跡 、

垣 ノ 内 遺

跡 、 大 野

遺 跡 、 フ

ル タ 遺

跡 、 平 畠

遺 跡 、 地

蔵 平 遺

跡 、 小 ケ

倉 遺 跡 、

音 無 互 窯

跡 、 九 郎

遺 跡 、 大

串 遺 跡 及

び 詰 谷 遺

跡 

 貯 水 池 等

に よ り 、 消

失する。 

 佐賀県文化財保

護条例及び富士町

文化財保護条例に

基づいた協議を行

い、東畑瀬遺跡等

の記録保存等を行

い、埋蔵文化財の

保全を図る。 

○記録保存等 

・ 佐 賀 県 文 化

財 保 護 条 例

及 び 富 士 町

文 化 財 保 護

条 例 に 基 づ

い た 協 議 を

行 い 、 記 録

保 存 等 を 行

う。 

 佐賀県文化財保護

条例及び富士町文化

財保護条例に基づい

た協議を行い、記録

保存等を行うことか

ら、埋蔵文化財への

影響はできる限り回

避・低減されると考

えられる。 

 

項目 環境影響 
環境保全措置

の方針 
環境保全措置 環境保全措置の効果 

近
傍
の
風
景 

九州自然

歩道 

 須田土捨場の

跡地により近傍

の風景に変化が

生ずる。 

 須 田 土 捨 場

の 跡 地 を 整 備

し 、 水 田 と し

て 利 用 さ れ る

こ と を 促 す こ

と に よ り 、 近

傍 の 風 景 の 保

全を図る。 

○ 水 田 利 用 へ

の整備 

・ 須 田 土 捨 場

の 跡 地 を 整

備 し 、 水 田

と し て 利 用

さ れ る こ と

を促す。 

 須田土捨場の跡地を整

備し、水田として利用さ

れることを促すことによ

り、現況と同様の田園の

状況が復元される。 

 このことから、近傍の

風景への影響に対し、事

業者の実行可能な範囲内

で出来る限り回避・低減

さ れ て い る と 考 え ら れ

る。 
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4.2.2 環境保全措置の内容 

(1) 工事の実施における環境保全措置 

環境保全措置の検討の結果、工事の実施において実施する環境保全措置を表 4.2-4

に示す。 

 

表4.2-4 工事の実施における環境保全措置 

環境保全への取り組み 環境保全への取り組みの内容 

遮音壁の設置(古湯地区の付替国道 323 号

第 2 号橋) 

・古湯地区の付替国道 323 号第 2 号橋の周辺に遮音

壁を設置する。 

建設副産物の発生の抑

制 

＜コンクリート塊＞ 

・施工設備の基礎等の撤去によるコンクリートとそ

の他砂利等の有価物との分別を図る。 

＜アスファルト・コンクリート塊＞ 

・国道等の撤去によるコンクリートとその他砂利等

の有価物との分別を図る。 

＜脱水ケーキ＞ 

・濁水処理施設による機械脱水等を適切に行い、効

率的に脱水ケーキ化を行る。 

廃棄物の低減 

建設副産物の再利用の

促進 

＜コンクリート塊＞ 

・破砕等の所要の処理を行い、盛土材、路盤材、埋

戻し材等として再利用を図る。 

＜アスファルト・コンクリート塊＞ 

・破砕等の所要の処理を行い、盛土材、路盤材、埋

戻し材等として再利用を図る。 

＜脱水ケーキ＞ 

・強度の向上等の所要の処理を行い、盛土材、埋戻

し材等として再利用を図る。 

＜伐採木＞ 

・有価物としての売却やチップ化等を行い、再利用

を図る。 
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(2) 土地又は工作物の存在及び供用における環境保全措置 

環境保全措置の検討の結果、土地又は工作物の存在及び供用において実施する環境

保全措置を表 4.2-5 に示す。 

 

表4.2-5 土地又は工作物の存在及び供用における環境保全措置(1/2) 

環境保全への取り組み 環境保全への取り組みの内容 対象 

選択取水設備の運用 ・選択取水設備の運用により、流
入河川水の実績水温に応じた取
水を行う。 

水温 

曝気循環施設の設置 ・曝気循環施設を設置し、湖水を
循環させることにより、温水層
を確保する。また、植物プラン
クトンの増殖抑制を行う。 

水温、富栄養化 

ねぐらの代替環境の整備 ・工事の実施に伴い利用できなく
なる横坑の代替として新たに坑
を掘り、ねぐら環境を整備す
る。 

動物の重要な種(コキクガシラコウ
モリ) 

横坑の閉鎖による攪乱の
防止 

・本種が横坑内で工事の実施の影
響を受けないようにするため
に、横坑を利用していない時期
に入り口を閉鎖し、出産・哺育
の洞穴から移動分散してくる個
体が、横坑を利用できないよう
にする。 

・横坑を閉鎖する前に、個体の生
息状況を確認する。 

動物の重要な種(コキクガシラコウ
モリ) 

工事終了後に残存する横
坑の整備 

・残存する横坑の状態を確認し、
出入り口の整備を行い、生息状
況を監視する。 

動物の重要な種(コキクガシラコウ
モリ) 

巣箱による営巣環境の整
備 

・営巣地または生息地近傍の改変
区域外の樹林に、本種が営巣可
能な巣箱を設置する。 

・設置した巣箱の利用状況及び本
種の生息状況を監視する。 

動物の重要な種(アオバズク、フク
ロウ) 

放棄水田の湿性地環境の
整備 

・地下水を排出している管を撤去
し、放棄水田に地下水がたまる
状態を整備する。整備にあた
り、地形に凹凸を作り、池や湿
性地等、多様な環境が出現する
ように整備する。 

・整備した環境において、ハッ
チョウトンボの生息状況、サシ
バの利用状況及び生物群集(両
生類、爬虫類、昆虫類、植物
等)の生息・生育状況を監視す
る。 

動物の重要な種(ハッチョウトン
ボ)、上位性(サシバ)、典型性(陸
域) 
 

工事の回避と産卵木の植
裁による生息環境の整備

・生息地の保全のために工事計画
を変更して改変を回避し、産卵
木であるクリの植裁、クロオオ
アリの巣の保全により生息環境
を整備する。 

動物の重要な種(クロシジミ) 

生息環境の継続的な監視
及び必要な場合の既往保
全区域への個体の移植 

・監視により生息状況の変化を把
握し、必要に応じて、既に保全
が実施されている保全区域に、
改変区域内に生息する個体を移
植する。 

動物の重要な種(クロシジミ) 
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表4.2-5 土地又は工作物の存在及び供用における環境保全措置(2/2) 

環境保全への取り組み 環境保全への取り組みの内容 対象 

直接改変の影響を受ける

個体の生育適地への移植

・多年草を対象とする。 

・移植先は生育個体の確認地点の

環境及び種毎の生態を踏まえ設

定する。 

・移植を行う時期は、種毎の生態

を踏まえ設定する。 

・移植先の環境の改変に配慮し、

1 カ所に多くの個体を移植しな

いようにする。 

・移植後の個体の生育状況を監

視する。 

植物の重要な種(ウキゴケ*1、イチョ

ウウキゴケ*1、オオバノハチジョウ

シダ、ミドリカナワラビ、ツクシイ

ワヘゴ、シロヤマシダ*2、サンヨウ

アオイ、ウンゼンカンアオイ*2、コ

ンロンソウ、アオベンケイ*1、ネコ

ノメソウ*1、トチバニンジン*2、ツク

シシャクナゲ*2、ミズオオバコ*2、シ

ライトソウ *2、ヒナノシャクジョ

ウ、アブラシバ、エビネ*2、キエビ

ネ*2、キンラン、シュンラン*2、カヤ

ラン*1、クモラン、オニノヤガラ属)

生育個体からの種子の採

取及び生育適地への播種

・種子採取が可能であり、播種に

よる保全が有効であると考えら

れる種を対象とする。 

・播種を行う場所は生育個体の確

認地点の環境及び種毎の生態を

踏まえ設定する。 

・播種を行う時期は、種毎の生態

を踏まえ設定する。 

・播種後の個体の生育状況を監視

する。 

植物の重要な種(オニグルミ、スブ

タ*2) 

自生地での寒冷紗の設置 ・直射日光による生育悪化、高温

障害及び枯死を防止する。 

・寒冷紗設置後の生育状況を監視

する。 

植物の重要な種(サジラン、アオネ

カズラ) 

現存する個体の生育状況

の監視及び生育状況に変

化が認められる場合の移

植等の措置の検討 

・直接改変以外による影響が想定

される種を対象とする。 

・移植を行う場合、移植先は生育

個体の確認地点の環境及び種毎

の生態を踏まえ設定する。 

・移植を行う時期は、種毎の生態

を踏まえ設定する。 

植物の重要な種(オオバノハチジョ

ウシダ、ツクシイワヘゴ、シロヤマ

シダ、サンヨウアオイ、ウンゼンカ

ンアオイ、トチバニンジン、カラタ

チバナ、シライトソウ、ヒナノシャ

クジョウ、ムギラン*2、エビネ、ナ

ツエビネ、キンラン、シュンラン) 

菖蒲土捨場の跡地の水田

利用への整備 

・土捨場の跡地に、水田に必要な

水路等を素掘りで整備し、水田

として利用されることを促す。

・整備した環境において、サシバ

の利用状況を監視する。 

上位性(サシバ) 

須田土捨場の跡地の水田

利用への整備 

・土捨場の跡地に、水田に必要な

水路等を素掘りで整備し、水田

として利用されることを促す。

・整備した環境において、生物群

集(両生類、爬虫類、昆虫類、

植物等)の生息・生育状況を監

視する。 

典型性(陸域)、主要な眺望景観(天

山)、近傍の風景(九州自然歩道) 

注)*1 の種は、個体の移植を実施しており、自生地が残されていない。 

*2 の種は、一部の個体について移植を実施している。 

 

環境保全措置の実施にあたっては、環境保全技術の開発の進展等に鑑み、実行可能

な範囲で新技術を取り入れること等に努める。 

 


